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完成図作成要領 

（完成図の定義） 

第１条 完成図の定義 

完成図とは、出来形測量の結果および設計図書を基に、完成後の寸法・形状等が記載された

図面で、完成した施設の管理等に活用できるものをいう。 

（完成図の作成） 

第２条 完成図の作成については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 完成図を作成する対象図面 

① 設計図書に添付された図面 

② 工事の施工中に必要となった施工承諾図面等 

③ その他、発注者から提供された図面及び設計・施工の参考に作成した図面 

(2) 完成図の数値基準 

① 完成図の数値基準は、設計図書に添付された図面等に記載された数値精度及び「土木

工事標準積算基準書（共通編）の第５章数値基準」の１０分の１まで表示することを原

則とする。 

② 前項①の基準によりがたい場合は、監督員の指示によるものとする。 

(3) 完成図の記載方法 

① 図面表題部及びタイトルボックスには、「完成図」と記載し設計図と区別できるもの

とする。 

② 設計寸法等の図面記載方法は、出来形測量の数値に修正することを原則とする。但し、

マイラー図面の場合には、設計数値の上段に出来形測量の数値を記載することも可能と

する。 

③ 平面図は、記載された工種及び延長等について出来形測量に基づき数値基準を適用し

て記載するものとする。 

④ 縦断図は、設計の数値とする。 

⑤ 横断図は、幅員及び法長等を出来形測量に基づき数値基準を適用して記載するものと

する。 

⑥ 構造図は、設計の数値とする。 

⑦ その他の図面は、出来形測量に基づき数値基準を適用して記載するものとする。 

(4) 完成図の作成仕様 

① 完成図の大きさは、Ａ３縮小版（対象図面）を二つ折り（観音綴じ）としＡ４サイズ

を原則とする。但し、平面図及び縦断図等で規格外の場合は、Ａ４サイズに折り込むも

のとする。 

② 完成図の綴り順は、設計図書に添付された図面番号の順に綴じるものする。 

③ 完成図の表紙は平とじクルミを原則とするが、監督員の承諾を得た場合はこの限りで

はない。 

④ 完成図の表紙には、「完成年度」、「工事名」、「路河川名」、「箇所名」、「施工

業者名」を記載するものとする。なお、背表紙が厚い場合は、「工事名」、「路河川名」、

「箇所名」を記載するものとする。 

（完成図に係る提出物） 

第３条 完成図の係る提出物は、次のものを提出するものとする。 

(1) Ａ３縮小版（対象図面）   １部 

(2) Ａ３縮小版原図もしくはＣＡＤデータ 

原図が、マイラー原図の場合は「Ａ３縮小版の原図」、ＣＡＤデータの場合は「ＣＡＤ

データ」を提出するものとする。 

 

附則：この要領は平成１９年４月１日から適用する。 


